
福島地方法務局
「法教育」授業のお知らせ

法務局では，職員が講師となって，中学校や高
校において法的な考え方などについて授業を行う
「法教育」授業を実施しています。
ぜひ，お気軽にお問い合わせください。

問合せ先 福島地方法務局総務課
℡ ０２４－５３４－１９４１

中学生
Ａコース
・「約束」ってなんだろう？
日常生活での売買を題材として，人が人と「約束」するということ，「契約｣するとい

うこと，「契約｣を解消するということについて学ぶものです。

Ｂコース
・ルールについて考えよう
学校や町内会という事例を設定し，その中で生じた問題点を解決するための

ルールづくりを通じて，基本的人権の尊重や国民主権，法の支配など憲法の基本
的な原理を学ぶものです。

・高校生
・身の回りにある法律的な問題
身の回りにある法律的な問題（契約，婚姻，親族，相続，不法行為）に関して，身近な

例を題材に法律関係に関する理解を深めてもらうことを目的としています。

ご希望される日の１か月前までに電話又は
別紙申込書をファックスでお申し込みください。
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【中学生】
・Ａコース　「約束」ってなんだろう？
・Ｂコース　ルールについて考えよう
※希望のコースを○で囲んでください
【高校生】
・身の回りにある法律的な問題

　　　　　　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分～　　　時　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

福島地方法務局「法教育」授業申込書

　　　　　　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分～　　　時　　　分

　　　　　　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分～　　　時　　　分

学 年 組 及 び 人 数

申込日　平成　　年　　月　　日


